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長久手市

面積：２１．５５k㎡
人口：６１，４８５人
平均年齢：４２歳

※令和７年８月時点
一般会計 256億円
（固定資産税約54億円（償却資産 約5.5億円））
令和7年度普通交付税不交付団体

西は名古屋市、東は豊田市に隣接

１．長久手市の概要

兼務でもここまでできる！ー
償却資産実地調査×支援委託
の最短ルート

愛知県長久手市総務部税務課
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償却資産の適正かつ公平な課税を目指し、適正課税の基盤を作る。
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課題背景

２．背景・課題

• 償却資産は申告制度であり、申告漏れ過少申告
が発生しやすい。

• 申告誤りが多く、書面調査では限界があるため、
現場確認と制度説明を通じて納税者の理解を深
める必要がある。

• 地方税法第４０８条に規定されており訓示規定
であるが必要性が強調されている。

• 実地調査を行われていること自体が「適正な申
告を促すメッセージになる」⇒申告制度の信頼
性を担保する。

• 人的・時間的リソース不足(家屋兼務３名、
人口増による業務増)。

• 業務の進め方、手順が明確にされていない
(ノウハウ不足)。

• 継続的な成果を出すための知見・体制への不
安(一時的な成果で終わる可能性)。

• 前例がなく調査手順、判断基準が明確でない
ことによる不安。

実地調査が進まない現実適正課税の基盤
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１．長久手市の概要

古戦場公園

愛・地球博記念館

ジブリパーク

© Studio Ghibli

リニアモーターカー
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長久手市の事務取扱要領を作成

３．取組内容

２ 専門研修の実施１ 事務取扱要領
理論的な研修から実践的な研修を実施

最小の経費で最大の効果を得るために
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３．取組内容

✓ 外部専門的な力を活用しつつ、職員の成長機会にする目的を明確化

・償却資産の実地調査には専門知識や豊富な経験が必要である。

・委託業者が調査をするのではなく、調査のポイントや判断基準、調査方法を実践的に学び、スキルや知識を身につける。

✓ 最短で調査実績を上げ、実地調査を『受け身』で終わらせず、将来的な『自力実施』に繋げる

・限られた時間・人員の中で効率的に行い、短期間で質の高い調査を完了させる。

・調査ノウハウを学び、判断基準や調査方法を理解し自分たちのスキルに蓄積する。

・『外注サービス』と捉えず職員自身だけでも実地調査ができるようにマニュアル整備や経験蓄積を通じて持続可能な調査体制にする。

１ 事務取扱要領の作成
内容
◼ 全体的に網羅されたものと長久手市

の申告の特徴(製造業や不動産賃貸
業の多さ)を踏まえた専用のマニュ
アルを整備し標準化と効率化を図っ
た。

２ 専門研修の実施
内容
◼ 職員向けに財務諸表の読み方や具体

的な事例を題材とした研修を実施し、
調査・分析スキルの向上支援。

内容
◼ 対象企業の決算書や法人税申告書な

どを収取・分析し、申告漏れ資産や
疑義のある資産のサポート支援。

３ 申告状況調査の支援 ４ 実地調査の事前準備と
フォローアップ支援

内容
◼ 調査における質問票の内容確認や資

料分析を通じて調査準備を助言し、
実地調査後の判断に関するコンサル
ティングで疑義解消と調査制度の向
上を支援。

支援委託の主な取組内容
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⚫ 外観調査
  外構工事(路面舗装、看板
  等)を外観より確認し申告  
されているか確認する。

⚫ 法人市民税申告、設立届、
  償却資産申告の有無を確  
認し法人市民税の所得割が
発生している事業者や給与
報告書の報告人数から雇用

 が増加していれば申告書を    
     送付。
⚫ その他調査

  大型商業施設へのテナント    
リスト照会、保健所(飲食
業・理美容・クリーニング)
照会。諸々

簡易調査

４．実地調査の種類

⚫ 本市では、５００㎡を超え
る家屋は県との合同調査を
行っており、事業用の家屋
においては家屋評価対象と
されない附属設備や特定附
帯設備が認識されていない
ことから、家屋と償却資産
の区分を事前に通知してお
り、償却資産の該当となる
資産を提示。

  家屋と兼務であるため、家    
屋を担当した職員が申告内
容を確認することで申告の
遺漏を防ぎ、初年度から
「適正な」申告を実現。

参考【固定資産税（償却資産）
申告対象資産について】） 

初期調査

⚫ 個人事業主調査
      所得税確定申告「償却資産

の計算」に記載された内容   
を確認する。「青色申告決   
算書」、「地代家賃の内
訳」に借地や借家の所在を
把握、「不動産所得の収入

      の内訳」から路面舗装、構
      築物、テナントの附属設備
      の所在を確認。
⚫ 中小企業調査

  償却申告と固定資産台帳の
  一品照合、法人税別表16の
  照合を行う。特に法人税
  別表16(7)は少額減価償却
  資産であり5年分を確認。 

帳簿調査

⚫ 大規模調査
  資産件数が数百件以上の法  
人で規模の大きい会社の調
査。

１ 質問票による聴取
申告の判断基準、減価償
却超過額、圧縮記帳、簿
外資産の状況を調査。

２ 固定資産台帳のExcelデー
タによる照合

３ 質問票及び固定資産台帳
からの再聴取

４ 現地での立ち入り調査
附属設備、特定の生産又
は業務用設備の確認等。

企業調査

調査の種類

7

３．取組内容
４ 実地調査の事前準備とフォローアップ支援３ 申告状況調査の支援

企業資料（固定資産台帳や決算書等）の内容を精査

現地にて確認したい資産一覧を
先方に送付する。

家屋と償却資産の違いは何か。

特定の生産又は業務用の設備なのか。

様々な資料や根拠となるものを駆使して納税義務者
に説明を行う。
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５．実地調査の方法

企業調査

調査内容 1. 質問票による聴取
2. 固定資産台帳のExcelデータによる照合
3. 質問票及び固定資産台帳

からの再聴取
4．現地での立ち入り調査

特に電気設備、給水設備、排水衛生設備、空調設備、ガス設備、
防災設備、運搬設備に申告対象となる資産の漏れ(誤り) がある。

2. 固定資産台帳のExcelデータによる照合
✓照合方法
Excelデータから固定資産の所在地を特定(コード管理されてい
る場合がほとんど。)
固定資産を【申告漏れ(誤り)資産】、【申告済資産】、【申告
対象外資産】、【要検討資産】に色分け。
✓注意点
無形固定資産(ソフトウェア等)、１月２日に以降に取得した資
産、車両運搬具、耐用年数未設定資産が含まれている。
家屋、償却資産の区分に係る申告誤り(特定の業務用資産)、工
場内フォークリフト等の申告誤りが多数ある。
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５．実地調査の方法

企業調査

調査内容 1. 質問票による聴取
2. 固定資産台帳のExcelデータによる照合
3. 質問票及び固定資産台帳

からの再聴取
4．現地での立ち入り調査

1. 質問票による聴取

必要書類
法人税確定申告書(控)・決算書等の添付資料【法人税別表1･4･
5・13･16(1)(2)(4)(6)(7)(8)･特別償却の付表・貸借対照表・損
益計算書を含む】
固定資産台帳データ
以下の項目を抽出したもの
ⅰ 資産所在地（市町村名・建物名）
ⅱ 資産の勘定・分類（建物・建物附属設備・構築物・機械装
置・器具備品等）
ⅲ 資産名称 ⅳ 取得年月 ⅴ 取得価額 ⅵ 耐用年数
ⅶ 評価額（固定資産税申告時）

－7－
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５．実地調査の方法

企業調査

調査内容 1. 質問票による聴取
2. 固定資産台帳のExcelデータによる照合
3. 質問票及び固定資産台帳

からの再聴取
4．現地での立ち入り調査

4. 現地での立ち入り調査
調査の手順
✓ 調査目的の明確化
⚫ 適正課税の実現(地法408)、申告漏れ・過少、過大申告の

是正(地法17の５)

✓ 調査の実施
⚫ 資産の現況確認、聞き取り
✓ 課税根拠の確認
⚫ 地方税法、家屋と償却の区分表、事務取扱要領、参考書
✓ 今後の案内(修正方法や納付方法など) 資産名称だけではわからない。現地に答えがある！！
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５．実地調査の方法

企業調査

調査内容 1. 質問票による聴取
2. 固定資産台帳のExcelデータによる照合
3. 質問票及び固定資産台帳

からの再聴取
4．現地での立ち入り調査

3. 質問票及び固定資産台帳からの再聴取
主な質問内容
「減価償却超過額」(別表16、別表４)に記載のある場合の特定、
遊休資産の状態、特定の生産又は業務の用に供されるもの
(例：ガス設備のガス種類の確認)、貯蔵品や繰延資産に有形固
定資産とすべき資産が含まれていないか等の詳細を再聴取す
る。圧縮記帳等は、圧縮金額控除前の取得価額で申告されて
いるか確認する。
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6．成果と振り返り

令和元年度から令和6年度までの成果

年度 当初税額 追加徴収額 最終税額

令和２年度 540,969 25,245 566,214

令和３年度 499,313 10,155 509,469

令和４年度 534,506 65,872 600,379

令和５年度 552,010 17,697 569,707

令和６年度 545,996 13,557 559,553

✓ 「5年間で１億強の財源確保」
令和３年度より支援委託を開始し、企業調
査を開始したことにより、償却資産の理解
を促進し財源の確保につながった。毎年度
の申告においても、申告数が大幅に増えた。

✓ 「実地調査を通じて得た学び」
制度の理解や納税者への説明を行うことで
適正申告を推進⇒税収の増加になる。
職員自身が現場で確認する経験が、制度の
理解と説明力の向上につながる。

✓５年総額追徴額 約１億3千万円増

（千円）
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５．実地調査の方法

企業調査

4. 現地での立ち入り調査（事例紹介）
ケース１.製造業（特定の生産又は業務の用に供されるもの）
◯◯ガスと記載のある資産が多数、恒温恒湿室（クリーンルーム）があるのにクリーンルーム用空調設備の申
告がない。
・家屋償却の区分の申告誤り→特定の生産用に使用される資産の漏れとそれに附随する資産なのかを確認する。

ケース２.(遊休資産）
大量の資産がバックヤードに保管されている。申告していない理由は、他の商品を増産しているため使用して
いない。
・国税の処理が有姿除却されているか確認する。固定資産台帳に記載されており現物を確認。申告対象とした。

ケース３.
赤字法人であるため減価償却費で損金算入していない資産が多数ある。固定資産台帳に記載されているが現物
があったりなかったり。経理と現場の連携不足により固定資産台帳に資産が反映されていない。
・現地確認により資産を確認。大型機械の申告が漏れていた。現地において償却資産申告との照合をする。

－9－
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資料集
固定資産税（償却資産）申告対象資産について 償却資産申告書の提出について

事業種ごとに対象となる主な資産を通知

簡易調査 初期調査

新築の事業家屋について、償却資産に該当する資
産を事前に通知
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7．専門家からのコメント

総合鑑定調査 主席研究員 笹目氏

＜作作業業ででははななくく、、仕仕事事をを＞＞
私は、横浜市の現役時代「資産評価システム研究センター」で年間数回、全国ブロックで講師をしていた。その後、横

浜市を退職してからは「資産評価システム研究センター」特任講師として、広く実地調査等の講師を続けることになって

いった。しかし、講義後の自治体参加者のアンケートには、横浜市のような大都市だから可能であると書かれることもあった。

また、納税者側からは、償却資産は軽視され、ネット上で償却資産申告は無視していればよい、「資産なし」で申告しても

大丈夫だ、償却資産の実地調査はほとんど実施されていない、と書かれる有様だった。同じ税務調査でも国税と地方税に

は大きな隔たりがあった。

その後、私は自治体から、個別に依頼を受け、実地調査の支援委託で税務現場に入っていったが、彼らの中には、現状

を変えようとする熱い地方税職員がいることを知った。彼らは孤軍奮闘していた。私は、大小、いくつもの市町村に係ること

になっていくのだが、長久手市は、実地調査の効果をあげ、先陣をきり、大きな壁を突破してくれた自治体であった。そし

て、少人数の担当でも、家屋などの兼務でも、中小規模自治体でも、実地調査で成果を出せることを証明してくれた。現

在、少しづつだが、長久手市に続き、町役場、中小の市役所でも、見事な成果を、次々、だしはじめている。

彼らは、皆、作業ではなく、仕事をする市町村の税務職員である。

－10－
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資料集

償却資産Q＆Aを充実⇒業務効率向上、説明の均一化、課税誤り防止を実現

17Copyright.

資料集
償却資産申告書の提出について 事業用家屋を建てられた方へ

申告対象となる資産が分かりやすいようイラスト
で表示

帳簿調査（個人事業主）

具体的な資産が判明した場合は、通知に対象資
産を記載
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